
２７第１１号議案 

 

教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則の一部改正 

について 

 このことについて、教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則を 

一部改正したいので、別紙案を添えて請議します。 

 平成２７年３月２４日提出 

 

教育長 野 村 道 朗 

 

説 明 

この案を提出するのは、教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令（平

成２５年文部科学省令第２２号）等に伴い、関係規定の所要の改正を行う必要

があるからである。 



教育職員免許法並びに教育職員免許法施行法施行細則 

の一部を改正する規則の概要 
 
 
１ 改正の概要・理由 
    「認定こども園法等関係整備法」の施行に伴い、次の教員免許状に係わる省令が改
正されたことにより、本県規則の関係部分の整理を行う。 

 
※「認定こども園法等関係整備法」 

子ども・子育て支援法及び就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の

推進に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法

律（平成 24 年法律第 67 号） 

 
・ 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令 

(25 年文部科学省令第 22 号。平成 25 年８月８日施行) 

・ 教育職員免許法施行規則等の一部を改正する省令 

（26 年文部科学省令第 28 号。平成 27 年４月１日施行） 

・ 教育職員免許法施行規則の一部を改正する省令の一部改正 

（26 年文部科学省令第 28 号。平成 27 年４月１日施行） 

・ 免許状更新講習規則の一部を改正する省令 

（26 年文部科学省令第 29 号。平成 27 年４月１日施行） 

 

２ 改正の内容 
(1)「認定こども園法等関係整備法」の施行に伴い 

①免許状更新講習を受講できる教育の職 

②更新講習修了確認を受けなければならない教育の職 

③免許状更新講習を受ける必要がない者等 

に、幼保連携型認定こども園に係わる職員等を追加する。 

 

(2) 幼稚園免許状を取得する際の申請様式の証明者に保育所等の設置者を追加する。 

 

３ 施行期日 
平成２７年４月１日（一部公布の日） 

  
 
 



 
教
育
職
員
免
許
法
並
び
に
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則
を
こ
こ
に
公
布

す
る
。 

 
 

平
成
二
十
七
年
三
月 

日 

愛
知
県
教
育
委
員
会
委
員
長 

岩 

月 

慎 

自 

愛
知
県
教
育
委
員
会
規
則
第
十
号 

 
 
 

教
育
職
員
免
許
法
並
び
に
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
施
行
細
則
の
一
部
を
改
正
す
る
規
則 

教
育
職
員
免
許
法
並
び
に
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
施
行
細
則
（
昭
和
三
十
年
愛
知
県
教
育
委
員
会
規
則

第
一
号
）
の
一
部
を
次
の
よ
う
に
改
正
す
る
。 

第
三
条
及
び
第
五
条
第
一
項
中
「
、
そ
の
」
を
「
そ
の
」
に
改
め
、
「
理
事
長
」
の
下
に
「
、
免
許
法
施
行
規

則
附
則
第
八
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
が
勤
務
し
た
施
設
の
設
置
者
」
を
加
え
る
。 

 

第
十
三
条
の
九
第
一
号
ロ
中
「
ニ
」
を
「
ホ
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ニ 

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社
会
福
祉
法
人
（
以
下

「
社
会
福
祉
法
人
」
と
い
う
。
）
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す
る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推

進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第
七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ

ど
も
園
（
以
下
「
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
職
員 

第
十
三
条
の
九
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

社
会
福
祉
法
人
の
理
事 

第
十
三
条
の
十
一
第
一
号
ロ
及
び
ハ
中
「
又
は
特
別
支
援
学
校
」
を
「
、
特
別
支
援
学
校
又
は
幼
保
連
携
型
認

定
こ
ど
も
園
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

ニ 

社
会
福
祉
法
人
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
職
員 

第
十
三
条
の
十
一
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

社
会
福
祉
法
人
の
理
事 

 

第
十
三
条
の
十
二
第
二
項
第
一
号
ロ
中
「
ニ
」
を
「
ホ
」
に
改
め
、
同
号
に
次
の
よ
う
に
加
え
る
。 

 
 

ニ 

社
会
福
祉
法
人
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
号
に
お
い
て
同
じ
。
）

の
職
員 

 

第
十
三
条
の
十
二
第
二
項
に
次
の
一
号
を
加
え
る
。 

三 

社
会
福
祉
法
人
の
理
事 

 
 
 

附 

則 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
七
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
三
条
及
び
第
五
条
第
一
項
の
改
正
規

定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 



 
 
 
 
 
 
 

教
育
職
員
免
許
法
並
び
に
教
育
職
員
免
許
法
施
行
法
施
行
細
則
の
一
部
改
正
新
旧
対
照
表 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

新 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

旧 

（
人
物
の
検
定
） 

第
三
条 

免
許
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
検
者
の
人
物
の
検
定
に
つ
い
て
は
、
所
轄

庁
（
私
立
学
校
の
教
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
（
私
立
学
校

法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
を
い
う
。
以

下
同
じ
。
）
（
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支

援
学
校
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
理
事
長
、
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
二

号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て
は
そ
の
者
が
勤
務
し
た
施
設
の
設
置
者
）
又
は
出
身
学
校
の
長

等
の
証
明
書
に
よ
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
面
接
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。 

（
実
務
の
検
定
） 

第
五
条 

免
許
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
検
者
の
実
務
の
検
定
に
つ
い
て
は
、
所
轄

庁
（
私
立
学
校
の
教
員
に
あ
つ
て
は
そ
の
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
（
幼
稚
園
、

小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
を
設
置
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
理
事
長
、
免
許
法
施
行
規
則
附
則
第
八
項
第
二
号
に
掲
げ
る
者
に
あ
つ
て

は
そ
の
者
が
勤
務
し
た
施
設
の
設
置
者
）
の
証
明
書
に
よ
つ
て
行
う
。 

２ 

略 

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
講
で
き
る
教
育
の
職
） 

第
十
三
条
の
九 

免
許
状
更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者

が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
教
育
職
員
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
免
許

状
更
新
講
習
を
受
け
る
こ
と
が
適
当
で
あ
る
も
の
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の

と
す
る
。 

（
人
物
の
検
定
） 

第
三
条 

免
許
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
検
者
の
人
物
の
検
定
に
つ
い
て
は
、
所
轄

庁
（
私
立
学
校
の
教
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
（
私
立
学

校
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
二
百
七
十
号
）
第
三
条
に
規
定
す
る
学
校
法
人
を
い
う
。

以
下
同
じ
。
）
（
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別

支
援
学
校
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
理
事
長
）
又
は
出
身
学
校
の
長
等
の
証
明
書

に
よ
る
ほ
か
、
必
要
に
応
じ
て
面
接
を
行
う
こ
と
が
あ
る
。 

 

（
実
務
の
検
定
） 

第
五
条 

免
許
法
第
六
条
第
一
項
に
規
定
す
る
受
検
者
の
実
務
の
検
定
に
つ
い
て
は
、
所
轄

庁
（
私
立
学
校
の
教
員
に
あ
つ
て
は
、
そ
の
私
立
学
校
を
設
置
す
る
学
校
法
人
（
幼
稚
園
、

小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特
別
支
援
学
校
を
設
置
す
る
も
の

に
限
る
。
）
の
理
事
長
）
の
証
明
書
に
よ
つ
て
行
う
。 

 ２ 

略 

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
講
で
き
る
教
育
の
職
） 

第
十
三
条
の
九 

同
上 

 

  



一 

教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
又
は
雇

用
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
き
次
に
掲
げ
る
者
と
な
つ
て
い
る
も
の 

イ 
国
又
は
地
方
公
共
団
体
の
職
員 

ロ 

免
許
状
更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
、
ロ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
法
人
の

役
員
又
は
職
員 

ハ 

略 

ニ 

社
会
福
祉
法
（
昭
和
二
十
六
年
法
律
第
四
十
五
号
）
第
二
十
二
条
に
規
定
す
る
社

会
福
祉
法
人
（
以
下
「
社
会
福
祉
法
人
」
と
い
う
。
）
（
就
学
前
の
子
ど
も
に
関
す

る
教
育
、
保
育
等
の
総
合
的
な
提
供
の
推
進
に
関
す
る
法
律
（
平
成
十
八
年
法
律
第

七
十
七
号
）
第
二
条
第
七
項
に
規
定
す
る
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
（
以
下
「
幼

保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
」
と
い
う
。
）
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
職
員 

二 

略 

三 

社
会
福
祉
法
人
の
理
事 

（
更
新
講
習
修
了
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
の
職
） 

第
十
三
条
の
十
一 

平
成
二
十
年
改
正
省
令
附
則
第
三
条
第
三
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者

が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
教
育
職
員
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
免
許

状
更
新
講
習
を
受
け
る
こ
と
が
必
要
な
も
の
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す

る
。 

一 

教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
又
は
雇

用
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
き
次
に
掲
げ
る
者
と
な
つ
て
い
る
も
の 

イ 

略 

一 

同
上 

 

イ 

略 

ロ 

免
許
状
更
新
講
習
規
則
第
九
条
第
一
項
第
三
号
イ
、
ロ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
法
人
の

役
員
又
は
職
員 

ハ 

略 

      

二 

略 

 

（
更
新
講
習
修
了
確
認
を
受
け
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
教
育
の
職
） 

第
十
三
条
の
十
一 

同
上 

   

一 

同
上 

 

イ 

略 



ロ 

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
国
立
大
学
法
人
（
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、

特
別
支
援
学
校
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の

役
員
又
は
職
員 

ハ 

学
校
法
人
（
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
、
特
別

支
援
学
校
又
は
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お

い
て
同
じ
。
）
の
職
員 

ニ 

社
会
福
祉
法
人
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員 

二 

略 

三 

社
会
福
祉
法
人
の
理
事 

（
免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
者
等
） 

第
十
三
条
の
十
二 

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
二
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者

が
定
め
る
者
は
、
次
に
掲
げ
る
者
と
す
る
。 

２ 

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
に
規
定
す
る
免
許
管
理
者
が
定
め
る
者

は
、
次
に
掲
げ
る
者
（
教
育
職
員
で
あ
る
者
を
除
く
。
）
で
あ
つ
て
、
免
許
状
更
新
講
習

を
受
け
る
必
要
が
な
い
も
の
と
し
て
県
教
育
長
が
別
に
定
め
る
も
の
と
す
る
。 

一 

教
育
職
員
と
し
て
任
命
さ
れ
、
又
は
雇
用
さ
れ
た
者
で
あ
つ
て
、
任
命
権
者
又
は
雇

用
者
の
要
請
に
応
じ
、
引
き
続
き
次
に
掲
げ
る
者
と
な
つ
て
い
る
も
の 

イ 

略 

ロ 

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
イ
、
ロ
又
は
ホ
に
掲
げ
る
法
人
の
役

員
又
は
職
員 

ロ 

国
立
大
学
法
人
法
（
平
成
十
五
年
法
律
第
百
十
二
号
）
第
二
条
第
一
項
に
規
定
す

る
国
立
大
学
法
人
（
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又

は
特
別
支
援
学
校
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
）
の
役
員
又
は
職
員 

 

ハ 

学
校
法
人
（
幼
稚
園
、
小
学
校
、
中
学
校
、
高
等
学
校
、
中
等
教
育
学
校
又
は
特

別
支
援
学
校
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
次
号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員 

   

二 

略 

 （
免
許
状
更
新
講
習
を
受
け
る
必
要
が
な
い
者
等
） 

第
十
三
条
の
十
二 

同
上 

 

２ 

同
上 

  一 

同
上 

 
イ 

略 

ロ 

免
許
法
施
行
規
則
第
六
十
一
条
の
四
第
四
号
イ
、
ロ
又
は
ニ
に
掲
げ
る
法
人
の
役

員
又
は
職
員 



ハ 

略 
ニ 
社
会
福
祉
法
人
（
幼
保
連
携
型
認
定
こ
ど
も
園
を
設
置
す
る
も
の
に
限
る
。
第
三

号
に
お
い
て
同
じ
。
）
の
職
員 

二 

略 

三 

社
会
福
祉
法
人
の
理
事 

ハ 

略 

  

二 

略 

 


